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自転車への青切符の導入 

埼玉県警ＨＰ 

名
栗 

駐
在
所
だ
よ
り 

 

令和８年３月31日をもって、メール110番の運用を終了します。 

聴覚や言語に障害のある方など、音声による110番通報が困難な方は、110番アプリ

システム、またはファックス110番をご利用下さい。 

2026年4月1日から 
自転車の交通違反に 
交通反則通告制度（青切符）
を導入 

・対象は16歳以上 
※運転免許証の有無は関係ありません 

◆ しっかり学ぼう。 
 自転車ルール！  

□自転車の基本的な交通ルールに変更はあ
  りません。 
□これまで「赤切符」で検挙されていた交通 
  違反の一部が、「青切符」で検挙されるこ 
  ととなります。 
 その場で反則金の納付書が交付されます。 

埼玉県警察マスコット 
「ポッポくん」 

引続き、 
 基本的な交通ルールの遵
守とヘルメット着用をお願い
します。 

・止まる … 道路を渡る前に必ず止まる 

・見る  … 右・左の安全をよく見る 

・待つ  … 信号が青になるまで待つ 

・確かめる… 渡るときは、もう一度車や 

      バイクが来ないか確かめる 

 

・一人にならない 

・知らない人について行かない 

・大きな声で助けを呼ぶ 

・誰とどこで何時まで遊ぶのか 

 家の人に話す 

 

交通安全ｅラーニング 
埼玉県警ＨＰ 

令和８年度から採用試験が変更になります！ 

１ 試験日 

  ４月26日(日) 

２ 試験の変更点 

 ⑴ 基礎能力検査（SPI）を導入 

   Ⅰ類、Ⅱ類には、従来どおりの「教養試験枠」に加え、基礎

  能力検査（SPI）による第１次試験を実施する「SPI枠」を新設 

 ⑵ 社会人経験者区分を新設 

   試験区分に社会人経験者Ⅰ類・Ⅱ類を新設 

   民間企業等において連続して２年以上同一の勤務先で職務経

  験を有している人が対象 

   〇 第１次試験は論文のみ。教養試験と基礎能力試験（SPI）

    は不要 

   〇 第２次試験は、人物試験を２回実施 

   ※ 社会人経験者Ⅰ類・Ⅱ類は、卒業見込みの新卒者は受験

    できません。 

 ⑶ 第１次試験の試験会場を拡大 

   第一次試験は、東部（草加市）、西部（川越市）、南部 

  （さいたま市）、北部（深谷市）の県内４会場で実施 


